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	却下決定通知書


年　　月　　日


（申請者）　　　　　　　　　様


産山村長　　　　　


　　　　年　　月　　日に申請がありました日常生活用具の給付（貸与）につきましては、審査の結果却下することに決定しましたので、御承知ください。














（教示）
この決定について不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に産山村長に対して異議申立てすることができます。



